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近
年
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
の

生
息
域
が
全
国
的
に
拡
大
し
、
農
作
物
な

ど
へ
の
被
害
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

和
水
町
内
に
お
い
て
も
、
有
害
鳥
獣
の

駆
除
や
電
気
柵
な
ど
鳥
獣
害
防
止
施
設
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
全
体
的
な
被

害
量
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
鳥
獣

害
防
止
施
設
の
未
整
備
地
区
で
は
被
害
が

増
加
す
る
な
ど
、
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害

の
問
題
は
、
未
だ
に
深
刻
な
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
地
域
全
体
で
被
害
防
止
対
策
に
取
り

組
み
、
有
害
鳥
獣
を
寄
せ
付
け
な
い
環
境

を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
こ
で
、
和
水
町
で
は
、
鳥
獣
被
害
対

策
の
一
環
と
し
て
、
緩
衝
帯
の
整
備
事
業

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、

鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
を
活
用

し
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
緩
衝
帯
の
整

備
に
取
り
組
む
団
体
に
は
、
事
業
量
に
対

し
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
緩
衝

帯
の
整
備
事
業
の
主
な
事
業
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

【
事
業
の
内
容
・
目
的
】

　

藪
の
草
刈
り
や
樹
木
の
伐
採
な
ど
を
行

い
、
集
落
や
農
地
と
鳥
獣
が
生
息
す
る
山

林
の
境
界
を
整
備
、
管
理
す
る
こ
と
で
有

害
鳥
獣
の
生
息
し
に
く
い
環
境
を
つ
く
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
で
す
。
地
域
ぐ

る
み
で
実
施
す
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
な

効
果
が
あ
り
ま
す
。

緩
衝
帯
整
備
事
業
の
実
施
を
希
望
さ
れ

る
団
体
は
、
次
の
注
意
事
項
を
熟
読
し
、

平
成
28
年
２
月
12
日
（
金
）
ま
で
に
、
問

い
合
わ
せ
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
事
業
実
施
上
の
注
意
事
項
】

❶
山
林
と
隣
接
し
て
い
る
場
所
、
ま
た
は

イ
ノ
シ
シ
の
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
場
所

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
道
路
や
水
路
の

法
面
な
ど
で
通
常
区
役
で
管
理
し
て
い
る

場
所
や
山
林
内
は
対
象
外
で
す
。

❷
１
カ
所
10
ア
ー
ル
（
１
０
０
０
㎡
）
以

上
で
あ
る
こ
と
。

❸
行
政
区
や
小
部
落
な
ど
の
団
体
で
の
申

請
で
あ
る
こ
と
。
個
人
で
の
申
請
・
実
施

は
対
象
外
で
す
。

❹
補
助
額
は
、
3
0
0
0
円
／
ア
ー
ル

（
１
０
０
㎡
）

❺
平
成
27
年
度
中
に
完
了
す
る
こ
と
。

❻
事
業
完
了
後
、
３
年
以
上
は
、
土
地
の

維
持
・
管
理
を
行
う
こ
と
。

❼
他
の
補
助
事
業
と
重
複
し
な
い
こ
と
。

（
中
山
間
直
接
支
払
制
度
や
多
面
的
機
能

支
払
交
付
金
事
業
な
ど
）

❽
要
望
が
あ
っ
た
所
は
、
現
地
検
査
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
要
望
が
多
い
場
合
は
、

優
先
順
位
（
荒
廃
度
合
、
面
積
な
ど
）
が

高
い
場
所
か
ら
予
算
の
範
囲
内
で
行
い
ま

す
。

地
域
ぐ
る
み
で
行
う
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
に

つ
い
て
緩
衝
帯
整
備
事
業
を
実
施
し
ま
せ
ん
か
！？
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地域包括ケア病床
開設のご案内

　和水町立病院では、３階病棟の一部（３室10床）を「地域包括ケア病床」として運用（平成28年３月１
日からの予定）することとなりました。

Q.地域包括ケア病床とは？
　急性期治療を終了し、すぐに在宅や介護施設へ移行するには不安のある患者さんに対し、在宅復帰に
向けて治療・看護・リハビリを行うことを目的とした病床です。
　在宅復帰をスムーズに行うために「在宅復帰支援計画」に基づいて、主治医、看護師、専従の理学療法
士、在宅復帰支援担当者（医療ソーシャルワーカー）などが協力して、効率的に患者さまのリハビリや在
宅復帰支援（相談・準備）を行っていきます。

Q.どのような場合に入院できるの？
　主に次のような患者さんが対象です。
①入院治療により状態は改善したが、当院にてもう少し経過観察が必要な人
②退院に自信がない人
③在宅復帰へ向けての積極的なリハビリが必要な人
④在宅での療養準備が必要な人

Q.入院期間は？
　地域包括ケア病床は、在宅復帰を目的にした病床で、
入院期間は最長60日です。

Q.入院費はどうなるの？
　定められた地域包括ケア病棟入院医療管理料を算
定します。
　入院費は定額で投薬・注射・処置・検査料等が含まれます。詳しくは外来受付の医事出納係職員に
お尋ねください。
　なお、後期高齢者（75歳以上の人）は月の医療費の負担上限が定められていますので、一般病棟の場合
と負担上限は変わりません。

Q.入院に対する留意点
　一般的な血液検査・レントゲン検査・投薬治療は可能ですが、一般病床で行うような高額な医療品
の投薬や特殊な検査、手術などには対応できません。
　症状の変化により、主治医が集中的な治療が必要と判断すれば、一般病床に転床する場合があります。

ご不明な点は、病棟師長、または地域福祉連携室までお気軽にお尋ねください。
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